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２ 平成１６年４月２日申請（平成１６年（争）第１号～第２号）（接続に関す

る費用負担） 

 

（１）経過 

 

平成１６年  

 ４月 ２日 東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）

及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」と 

いう。）から、仲裁の申請（平成１６年（争）第 1 号（以

下「第１号」という。）及び同第２号（以下「第２号」と

いう。））。（⇒（２）） 

５日 委員会から、平成電電株式会社（以下「平成電電」とい

う。）に対し、仲裁の申請があった旨の通知（第１号及び

第２号）。 

２７日 平成電電から、仲裁の申請を行わない旨の報告（第１号

及び第２号）。（⇒（３）） 

委員会から、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本に対し、仲

裁の手続に入らない旨の通知（第１号及び第２号）。 

 

（その後の経過） 

平成１６年 

   １２月１７日 ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本から、あっせんの申請。（Ⅱ

－26参照） 

 

（２）申請において仲裁判断を求める事項（第１号及び第２号） 

 

ＮＴＴ東日本（ＮＴＴ西日本）の接続約款等に基づき同社が提示した接続 

条件による、平成電電の電話網とＮＴＴ東日本（ＮＴＴ西日本）の法人向け 

ＩＰ電話網との接続を可能とするよう仲裁判断を求める。 

 

（３）申請を行わない旨の報告（第１号及び第２号） 

 

平成１６年４月５日付けで通知のあった、ＮＴＴ東日本（ＮＴＴ西日本） 

を申請人とする仲裁の申請があった件について、平成電電は仲裁申請を行わ

ないので、その旨通知する。 
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（４）あっせんの申請 

 

仲裁手続終了後、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本と平成電電の間で、ＮＴ

Ｔ東日本及びＮＴＴ西日本のＩＰ電話網と平成電電の電話網との接続に係

る協議がされたが、協議の進展が見込まれないことから、ＮＴＴ東日本及び

ＮＴＴ西日本は、平成１６年１２月１７日に、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日

本のＩＰ電話網と平成電電の電話網との接続を可能とするようあっせんを

求める申請を行った。


